
河川法
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第
二
章
の
三

河
川
協
力
団
体

は、
当
該
申
請
が
却
下
す
べ
き
も
の
で
あ
る
場
合
を
除
き、
国
土
交
通
省
令
で
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り、
申
請
者
の
氏
名、
水
利
使
用
の
目
的
そ
の
他
国
土
交
通
省

令
で
定
め
る
事
項
を
第
二
十
三
条
及
び
第
二
十
四
条
か
ら
第
二
十
九
条
ま
で
の
規

定
に
よ
る
許
可
を
受
け
た
者
並
び
に
政
令
で
定
め
る
河
川
に
関
し
権
利
を
有
す
る

者
（
以
下
「
関
係
河
川
使
用
者」
と
総
称
す
る。
）
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い。
た
だ
し、
当
該
水
利
使
用
に
よ
り
損
失
を
受
け
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る

者
及
び
当
該
水
利
使
用
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
同
意
を
し
た
者
に
つ
い
て
は、
こ

の
限
り
で
な
い。

（
水
利
使
用
の

SI
に
係
る
損
失
の
補
償）

第
四
十一
条

水
利
使
用
に
関
す
る
第
二
十
三
条
若
し
く
は
第
二
十
六
条
第一
項
の

許
可
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
登
録
に
よ
り
損
失
を
受
け
る
者
が
あ
る
と
き
は、

当
該
水
利
使
用
に
関
す
る
許
可
又
は
登
録
を
受
け
た
者
が
そ
の
損
失
を
補
償
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い。

（
河
川
協
力
団
体
の
指
定）

．

第
五
十
八
条
の
八

河
川
管
理
者
ば、
次
条
に
規
定
す
る
業
務
を
適
正
か
つ
確
実
に

行
う
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
法
人
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
国

土
交
通
省
令
で
定
め
る
団
体
を、
□
そ
の
申
請
に
よ
り、
河
川
協
力
団
体
と
し
て
指

定
す
る
こ
と
が
で
き
る。

21

河
川
管
理
者
は、
前
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
し
た
と
き
は、
当
該
河
川
協
力

団
体
の
名
称、
住
所
及
び
事
務
所
の
所
在
地
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い。

31

河
川
協
力
団
体
は、
そ
の
名
称、
住
所
又
は
事
務
所
の
所
在
地
を
変
更
し
よ
う

と
す
る
と
き
は、
あ
ら
か
じ
め、
そ
の
旨
を
河
川
管
理
者
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な

ら
な
い。

4

河
川
管
理
者
は、
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
と
き
は、

係
る
事
項
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い。

（新）

当
該
届
出
に

（
新
規）

の
氏
名、
水
利
使
用
の
目
的
そ
の
他
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
を
第
二
十
三

条
か
ら
第
二
十
九
条
ま
で
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
た
者
及
び
政
令
で
定
め
る

河
川
に
関
し
権
利
を
有
す
る
者
（
以
下
「
関
係
河
川
使
用
者」
と
総
称
す
る。
）

に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い。
た
だ
し、
当
該
水
利
使
用
に
よ
り
損
失
を
受
け

な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
者
及
び
当
該
水
利
使
用
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
同
意

を
し
た
者
に
つ
い
て
は、
こ
の
限
り
で
な
い。

（
水
利
使
用
の

印可
に
係
る
損
失
の
補
償）

第
四
十一
条

水
利
使
用
に
関
す
る
第
二
十
三
条
又
は
第
二
十
六
条
第一
項
の
許
可

に
よ
り
損
失
を
受
け
る
者
が
あ
る
と
き
は、
当
該
水
利
使
用
に
関
す
る
許
可
を
受

け
た
者
が
そ
の
損
失
を
補
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い。

（
新
規）．

（旧）

(l)



河川法
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（
河
川
協
力
団
体
の
業
務）

第
五
十
八
条
の
九

剖川副ガ
団
体
は、
当
該
河
川
協
力
団
体
を
指
定
し
た
河
川
管

理
者
が
管
理
す
る
河
川
に
つ
い
て、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
も
の
と
す
る。

T

河
川
管
理
者
に
協
力
し
て、
河
川
工
事
又
は
河
川
の
維
持
を
行
う
こ
と。

コ

河
川
の
管
理
に
関
す
る
情
報
又
は
資
料
を
収
集
し、
及
び
提
供
す
る
こ
と。

ヨ

河
川
の
管
理
に
関
す
る
調
査
研
究
を
行
う
こ
と。

．
割

河
川
の
管
理
に
関
す
る
知
識
の
普
及
及
び
啓
発
を
行
う
こ
と。

却

前
各
号
に
掲
げ
る
業
務
に
附
帯
す
る
業
務
を
行
う
こ
と。

（
監
督
等）

第
五
十
八
条
の
十

河
川
管
理
者
は、
前
条
各
号
に
掲
げ
る
業
務
の
適
正
か
つ
確
実

な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は、
河
川
協
力
団
体
に
対

し、
そ
の
業
務
に
関
し
報
告
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る。

21

河
川
管
理
者
は、
河
川
協
力
団
体
が
前
条
各
号
に
掲
げ
る
業
務
を
適
正
か
つ
確

実
に
実
施
し
て
い
な
い
と
認
め
る
と
き
は、
河
川
協
力
団
体
に
対
し、
そ
の
業
務

の
連
営
の
改
善
に
関
し
必
要
な
措
置
を
講
ず
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る

31

河
川
管
理
者
は、
河
川
協
力
団
体
が
前
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
と

き
は、
そ
の
指
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る。

‘

41

河
川
管
理
者
は、
前
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
取
り
消
し
た
と
き
は、

を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い。

（
情
報
の
提
供
等）

．一
第
五
十
八
条
の
十一

国
土
交
通
大
臣
又
は
河
川
管
理
者
は、
河
川
協
力
団
体
に
対

し、
そ
の
業
務
の
実
施
に
関
し
必
要
な
情
報
の
提
供
又
は
指
導
若
し
く
は
助
言
を

す
る
も
の
と
す
る。

（
河
川
協
力
団
体
に
対
す
る
河
川
管
理
者
の
許
可
等
の
特
例）

第
五
十
八
条
の
十
二

河
川
協
力
団
体
が
第
五
十
八
条
の
九
各
号
に
掲
げ
る
業
務
と

し
て
行
う
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
行
為
に
つ
い
て
の
第
二
十
条、
第
二
十
四
条

（新）

そ
の
旨

（
新
規）

（
新
規）

（
新
規）

（
新
規）

（旧）

(2)
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、

第
二
十
五
条
後
段、

第
二
十
六
条
第
1

項、

第
二
十
七
条
第一

項
及
び
第
三
十

四
条
第一

項
（
第
二
十
四
条
及
び
第
二
十
五
条
後
段
の
許
可
に
係
る
部
分
に
限
る

。
)

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は、

河
川
協
力
団
体
と
河
川
管
理
者
と
の
協
議
が

成
立
す
る
こ
と
を
も
つ
て、

こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
許
可
又
は
承
認
が
あ
っ
た
も

の
と
み
な
す。

（
附
帯
工
事
に
要
す
る
費
用）
へ

第
六
十
八
条

河
川
工
事
に
よ
り
必
要
を
生
じ
た
他
の
工
事
又
は
河
川
工
事
を
施
行

す
る
た
め
に
必
要
を
生
じ
た
他
の
工
事
に
要
す
る
費
用
は、

第
二
十
六
条
第一

項

の
許
可
に
付
し
た
条
件
に
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合
並
び
に
第
三
十
七
条
の．
二、

第
五
十
八
条
の
十
二、

第
九
十
五
条
及
び
第
九
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
協

議
に
お
い
て
特
別
の
定
め
を
し
た
場
合
を
除
き、

そ
の
必
要
を
生
じ
た
限
度
に
お

い
て、

第
五
十
九
条、

第
六
十
条
第
二
項
前
段
及
び
第
六
十
五
条
の
二
第一

項
前

段
の
規
定
に
基
づ
い
て
当
該
河
川
工
事
に
つ
い
て
費
用
を
負
担
す
べ
き
者
が
そ
の

全
部
又
は
一

部
を
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い。

2

（
略）

（
河
川
管
理
者
の
監
督
処
分）

第
七
十
五
条

河
川
管
理
者
は、

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
対
し
て

、

こ
の
法
律
若
し
く
は
こ
の
法
律
に
基
づ
く
政
令
若
し
く
は
都
道
府
県
の
条
例

の
規
定
に
よ
っ
て
与
え
た
許
可、

登
録
若
し
く
は
承
認
を
取
り
消
し、

変
更
し

、

そ
の
効
力
を
停
止
し、

そ
の
条
件
を
変
更
し、

若
し
く
は
新
た
に
条
件
を
付

し、

又
は
工
事
そ
の
他
の
行
為
の
中
止、

工
作
物
の
改
築
若
し
く
は
除
却
（
第

二
十
四
条
の
規
定
に
違
反
す
る
係
留
施
設
に
係
留
さ
れ
て
い
る
船
舶
の
除
却
を

含
む。
）
、

工
事
そ
の
他
の
行
為
若
し
く
は
エ
作
物
に
よ
り
生
じ
た
若
し
く
は

生
ず
べ
き
損
害
を
除
去
し、

若
し
く
は
予
防
す
る
た
め
に
必
要
な
施
設
の
設
置

そ
の
他
の
措
置
を
と
る
こ
と
若
し
く
は
河
川
を
原
状
に
回
復
す
る
こ
と
を
命
ず

る
こ
と
が
で
き
る。

-

（
略）

二

こ
の
法
律
又
は
こ
の
法
律
に
基
づ
く
政
令
若
し
く
は
都
道
府
県
の
条
例
の
規

（新）

（
附
帯
工
事
に
要
す
る
費
用）

第
六
十
八
条

河
川
工
事
に
よ
り
必
要
を
生
じ
た
他
の
工
事
又
は
河
川
工
事
を
施
行

す
る
た
め
に
必
要
を
生
じ
た
他
の
工
事
に
要
す
る
費
用
は、

第
二
十
六
条
第一

項

の
許
可
に
付
し
た
条
件
に
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合
及
び
第
九
十
五
条
の
規
定
に

よ
る
協
議
に
お
い
て
特
別
の
定
め
を
し
た
場
合
を
除
き、

そ
の
必
要
を
生
じ
た
限

度
に
お
い
て、

第
五
十
九
条、

第
六
十
条
第
二
項
前
段
及
び
第
六
十
五
条
の
二
第

一

項
前
段
の
規
定
に
基
づ
い
て
当
該
河
川
工
事
に
つ
い
て
費
用
を
負
担
す
べ
き
者

が
そ
の
全
部
又
は
一

部
を
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い。

（
河
川
管
理
者
の
監
督
処
分）

第
七
十
五
条

河
川
管
理
者
は、

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
対
し
て

、

こ
の
法
律
若
し
く
は
こ
の
法
律
に
基
づ
く
政
令
若
し
く
は
都
道
府
県
の
条
例
の

規
定
に
よ
っ
て
与
え
た
許
可
若
し
く
は
承
認
を
取
り
消
し、

変
更
し、

そ
の
効
力

を
停
止
し、

そ
の
条
件
を
変
更
し、

若
し
く
は
新
た
に
条
件
を
付
し、

又
は
工
事

そ
の
他
の
行
為
の
中
止、

エ
作
物
の
改
築
若
し
く
は
除
却
（
第
二
十
四
条
の
規
定

に
違
反
す
る
係
留
施
設
に
係
留
さ
れ
て
い
る
船
舶
の
除
却
を
含
む:
)
、

工
事
そ

の
他
の
行
為
若
し
く
は
エ
作
物
に
よ
り
生
じ
た
若
し
く
は
生
ず
べ
き
損
害
を
除
去

し、

若
し
く
は
予
防
す
る
た
め
に
必
要
な
施
設
の
設
置
そ
の
他
の
措
置
を
と
る
こ

と
若
し
く
は
河
川
を
原
状
に
回
復
す
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る。

（
略）

こ
の
法
律
又
は
こ
の
法
律
に
基
づ
く
政
令
若
し
く
は
都
道
府
県
の
条
例
の
規

2

（

洛
)

9

f■7
、

（旧）

(3;) 



河川法
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（

酎闊
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
者
の
届
出）

第
八
十
八
条

前
条
に
規
定
す
る
指
定
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
は、
同
条
の
規
定

に
よ
り、
第
二
十
三
条
若
し
く
は
第
二
十
四
条
か
ら
第
二
十
七
条
ま
で
の
許
可
又

は
第
二
十
三
条
の
二
の
登
録
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
者
で
政
令
で
定
め
る

も
の
は、
河
川
管
理
者
に
対
し、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り、
必
要
な
事
項

を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い。

-

（
許
可
等
の
条
件）

第
九
十
条

河
川
管
理
者
は、
こ
の
法
律
又
は
こ
の
法
律
に
基
づ
く
政
令
若
し
く
は

都
道
府
県
の
条
例
の
規
定
に
よ
る
許
可

11
又
は
承
認
に
は、
必
要
な
条
件
を

付
す
る
こ
と
が
で
き
る。

2

前
項
の
条
件
は、
適
正
な
河
川
の
管
理
を
確
保
す
る
た
め
必
要
な
最
小
限
度
の

も
の
に
限
り、
か
つ、
許
可

11
又
は
承
認
を
受
け
た
者
に
対
し、
不
当
な
義

一

務
を
課
す
る
こ
と
と
な
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い。

（
河
川
の
使
用
等
に
関
す
る
国
の
特
例）

第
九
十
五
条

国
が
行
う
事
業
に
つ
い
て
の
第
二
十
条、
第
二
十
三
条、
第
二
十
三

条
の
二、
第
二
十
四
条
か
ら
第
二
十
七
条
ま
で、
第
三
十
条
第
二
項、
第
三
十
四

条
第一
項、
第
四
十
七
条
第一
項、
第
五
十
三
条
の
二
第一
項、
第
五
十
五
条
第

一
項、
第
五
十
七
条
第一
項、
第
五
十
八
条
の
四
第一
項
及
び
第
五
十
八
条
の
六

第一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は、
国
と
河
川
管
理
者
と
の
協
議
が
成
立
す
る

こ
と
を
も
つ
て、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
許
可、
登
録
又
は
承
認
が
あ
っ
た
も
の

と
み
な
す。

（
地
方
公
共
団
体
等
へ
の
委
託）

第
九
十
九
条

河
川
管
理
者
は、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は、
政
令
で
定

め
る
河
川
管
理
施
設
の
維
持
又
は
操
作
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
河
川
の
管
理
に
属

す
る
事
項
を
関
係
地
方
公
共
団
体
又
は
当
該
事
項
を
適
正
か
つ
確
実
に
実
施
す
る

を
設
置
し
て
い
る
者
に
つ
い
て
も、
同
様
と
す
る。

（新）

（劉可
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
者
の
届
出）

第
八
十
八
条

前
条
に
規
定
す
る
指
定
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
は、
同
条
の
規
定

に
よ
り、
第
二
十
三
条
か
ら
第
二
十
七
条
ま
で
の
許
可
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ

れ
る
者
で
政
令
で
定
め
る
も
の
は、
河
川
管
理
者
に
対
し、
政
令
で
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り、
必
要
な
事
項
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い。

（
許
可
等
の
条
件）

第
九
十
条

河
川
管
理
者
は、
こ
の
法
律
又
は
こ
の
法
律
に
基
づ
く
政
令
若
し
く
は

都
道
府
県
の
条
例
の
規
定
に
よ
る
許
可
又
は
承
認
に
は、
必
要
な
条
件
を
付
す
る

こ
と
が
で
き
る。

．

2

前
項
の
条
件
は、
適
正
な
河
川
の
管
理
を
確
保
す
る
た
め
必
要
な
最
小
限
度
の

も
の
に
限
り、
か
つ、
許
可
又
は
承
認
を
受
け
た
者
に
対
し、
不
当
な
義
務
を
課

す
る
こ
と
と
な
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い。

（
河
川
の
使
用
等
に
関
す
る
国
の
特
例）
．

第
九
十
五
条

国
が
行
う
事
業
に
つ
い
て
の
第
二
十
条、
第
二
十
三
条
か
ら
第
二
十

七
条
ま
で、
第
三
十
条
第
二
項、
第
三
十
四
条
第一
項、
第
四
十
七
条
第一
項、

第
五
十
三
条
の
二
第一
項、
第
五
十
五
条
第一
項、
第
五
十
七
条
第一
項、
第
五

十
八
条
の
四
第一
項
及
び
第
五
十
八
条
の
六
第一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は．

、
国
と
河
川
管
理
者
と
の
協
議
が
成
立
す
る
こ
と
を
も
っ
て、
こ
れ
ら
の
規
定
に

よ
る
許
可
又
は
承
認
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す。

（
地
方
公
共
団
体へ
の
委
託）

第
九
十
九
条

河
川
管
理
者
は、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は、
政
令
で
定

め
る
河
川
管
理
施
設
の
維
持
又
は
操
作
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
河
川
の
管
理
に
属

す
る
事
項
を
関
係
地
方
公
共
団
体
に
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る。

い
て
も、
同
様
と
す
る。

（旧）

(4)
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こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ

る考i
と
し
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当

す
る
も
の
（
次
項
に
お
い
て
「
地
方
公
共
団
体
等」
と
い
う。
）
に
委
託
す
る
こ

と
が
で
き
る。

．

21

前
項
の
規
定
に
よ
り
委
託
を
受
け
た
地
方
公
共
団
体
等
が
当
該
委
託
を
受
け
た

事
項
に
つ
い
て
の
第
二
十
条、
第
二
十
四
条、
第
二
十
五
条
後
段、
第
二
十
六
条

第一
項、
第
二
十
七
条
第一
項
及
び
第
三
十
四
条
第一
項
（
第
二
十
四
条
及
び
第

二
十
五
条
後
段
の
許
可
に
係
る
部
分
に
限
る。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は、

当
該
地
方
公
共
団
体
等
と
河
川
管
理
者
と
の
協
議
が
成
立
す
る
こ
と
を
も
つ
て、

こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
許
可
又
は
承
認
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す。

（
事
務
の
区
分）

（
事
務
の
区
分）

第
百
条
の
三

こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
地
方
公
共
団
体
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ

第
百
条
の
三

こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
地
方
公
共
団
体
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ

て
い
る
事
務
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の
は、
地
方
自
治
法
第
二
条
第
九
項
第一
号

て
い
る
事
務
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の
は、
地
方
自
治
法
第
二
条
第
九
項
第一
号

に
規
定
す
る
第一
号
法
定
受
託
事
務
（
次
項
に
お
い
て
単
に
「
第一
号
法
定
受
託

に
規
定
す
る
第一
号
法
定
受
託
事
務
（
次
項
に
お
い
て
単
に
「
第一
号
法
定
受
託

事
務」
と
い
う。
）
と
す
る。

事
務」
と
い
う。
）
と
す
る。

．

一

第
五
条
第一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
及
び
第
六
項、
第
六
条
第一
項
第
三
号
及

一

第
五
条
第一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
及
び
第
六
項、
第
六
条
第一
項
第
三
号
及

び
第
二
項
か
ら
第
六
項
ま
で、
第
十
条
第一
項
及
び
第
二
項、
同
条
第
三
項
に

ぴ
第
二
項
か
ら
第
六
項
ま
で、
第
十
条
第一
項
及
ぴ
第
二
項、
同
条
第
三
項
に

お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
九
条
第
三
項
（
都
道
府
県
知
事
が
行
う
事
務
ー

お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
九
条
第
三
項
（
都
道
府
県
知
事
が
行
う
事
務

に
係
る
部
分
に
限
る。
）
及
び
第
四
項、．
第
十一
条、
第
十
二
条
第一
項、
第

に
係
る
部
分
に
限
る。
）
及
び
第
四
項、
第
十一
条、
第
十
二
条
第一
項、
第

十
四
条、
第
十
五
条、
第
十
五
条
の
二
第＿
項、
第
十
六
条
第＿
項、
同
条
第

十
四
条、
第
十
五
条、
第
十
六
条
第一
項、
同
条
第
四
項
及
び
第
五
項
（
同
条

四
項
及
ぴ
第
五
項
（
同
条
第
六
項
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合

第
六
項
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
を
含
む。
）
、
第
十
六
条

を
含
む。
）
、
第
十
六
条
の
二
第一
項、
同
条
第
三
項
か
ら
第
六
項
ま
で
（
同

の
二
第一
項、
同
条
第
三
項
か
ら
第
六
項
ま
で
（
同
条
第
七
項
に
お
い
て
こ
れ

条
第
七
項
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
を
含
む。
）
、
第
十
六

ら
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
を
含
む。
）
、
第
十
六
条
の
三
第一
項、
第
十
七

条
の
三
第一
項、
第
十
七
条
か
ら
第
二
十
条
ま
で、
第
二
十一
条
第一
項、
第

条
か
ら
第
二
十
条
ま
で、
第
二
十一
条
第一
項、
第
三
項
及
び
第
四
項、
第一―

三
項
及
び
第
四
項、
第
二
十
二
条
第一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
及
び
第
六
項、
同

十
二
条
第一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
及
ぴ
第
六
項、
同
条
第
四
項
及
ぴ
第
五
項
（

条
第
四
項
及
び
第
五
項
（
第
二
十
二
条
の
三
第
六
項、
第
五
十
七
条
第
三
項、

第
二
十
二
条
の
二
第
六
項、
第
五
十
七
条
第
三
項、
第
五
十
八
条
の
六
第
三
項

第
五
十
八
条
の
六
第
三
項、
第
七
十
六
条
第
二
項
及
ぴ
第
八
十
九
条
第
九
項
に

、
第
七
十
六
条
第
二
項
及
び
第
八
十
九
条
第
九
項
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
規
定
を

お
い
て
こ
れ
ら
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
を
含
む。
）
、
第
二
十
二
条
の
二、
．

準
用
す
る
場
合
を
含
む。
）
、
第
二
十
二
条
の
二
第一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
及

第
二
十
二
条
の
三
第一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
及
び
第
五
項、
第
二
十
三
条
か
ら

び
第
五
項、
第
二
十
三
条
か
ら
第
二
十
五
条
ま
で、
第
二
十
六
条
第一
項、
第

第
二
十
三
条
の
三
ま
で、
第
二
十
四
条、
第
二
十
五
条、
第
二
十
六
条
第一
項

四
項
及
び
第
五
項、
第
二
十
七
条
第一
項
及
び
第
五
項、
第
二
十
八
条
か
ら
第

（新）

（
新
規）

（旧）

(5)
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三
第
六
項、
第
五
十
七
条
第
三
項、
第
五
十
八
条
の
六
第
三
項、
第
七
十
六
条
第

二
項
及
び
第
八
十
九
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む。
）
の
規
定
に

よ
り、
土
地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号）
第
九
十
四
条
の
規

定
に
よ
る
裁
決
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
は、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
様
式
に

従
い、
同
条
第
三
項
各
号
（
第
三
号
を
除
く。
）
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
裁

決
申
請
書
を
収
用
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い。

（
洪
水
時
等
に
お
け
る
舟、
い
か
だ
等
に
つ
い
て
の
措
置）

第
十
六
条
の
七

洪
水

ー副剥守〈
は
高
潮
の
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は

、
河
川
区
域
内
に
あ
る
舟、
い
か
だ、
竹
木
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
物
件
の
所

有
者、
管
理
者
又
は
占
有
者
は、
当
該
物
件
を
係
留
す
る
等
当
該
物
件
が
洪
水、

副剥
又
は
高
潮
に
よ
っ
て
流
さ
れ
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講

じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い。
た
だ
し、
当
該
措
置
を
講
ず
る
者
の
生
命
又
は
身
体
に

危
害
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は、
こ
の
限
り
で
な
い。

（
河
川
協
力
団
体
の
特
例）
．

第
十
六
条
の
十
二

法
第
五
十
八
条
の
八
第一
項
の
河
川
協
力
団
体
が
法
第
五
十
八

条
の
九
各
号
に
掲
げ
る
業
務
と
し
て
行
う
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
行
為
に
つ
い

て
の
第
十
六
条
の
八
第一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は、
当
該
河
川
協
力
団
体

と
河
川
管
理
者
と
の
協
議
が
成
立
す
る
こ
と
を
も
っ
て、
同
項
の
規
定
に
よ
る
許

可
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す。

（
地
方
公
共
団
体
等
の
特
例）

第
十
六
条
の
十
三

法
第
九
十
九
条
第一
項
の
規
定
に
よ
り
委
託
を
受
け
た
地
方
公

共
団
体
等
が
当

該委
託
を
受
け
た
事
項
に
つ
い
て
の
第
十
六
条
の
八
第一
項
の
規

定
の
適
用
に
つ
い
て
は、
当
該
地
方
公
共
団
体
等
と
河
川
管
理
者
と
の
協
議
が
成

立
す
る
こ
と
を
も
つ
て、
同
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す。

（
地
方
公
共
団
体
等
へ
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
河
川
管
理
施
設）

第
五
十
四
条

法
第
九
十
九
条
第一
項
の
政
令
で
定
め
る
河
川
管
理
施
設
は、

刺悧

（新）

二
第
六
項、
第
五
十
七
条
第
三
項、
第
五
十
八
条
の
六
第
三
項、
第
七
十
六
条
第

二
項
及
び
第
八
十
九
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む。
）
の
規
定
に

よ
り、
土
地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号）
第
九
十
四
条
の
規

定
に
よ
る
裁
決
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
は、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
様
式
に

従
い、
同
条
第
三
項
各
号
（
第
三
号
を
除
く。
）
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
裁

決
申
請
書
を
収
用
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い。

（
洪
水
時
等
に
お
け
る
舟、
い
か
だ
等
に
つ
い
て
の
措
置）

第
十
六
条
の
七

洪
水
又
は
高
潮
の
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は、
河
川

区
域
内
に
あ
る
舟、
い
か
だ、
竹
木
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
物
件
の
所
有
者、

管
理
者
又
は
占
有
者
は、
当
該
物
件
を
係
留
す
る
等
当
該
物
件
が
洪
水
又
は
高
潮

に
よ
っ
て
流
さ
れ
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
匿
を
講
じ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い。

（
地
方
公
共
団
体
へ
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
河
川
管
理
施
設）

第
五
十
四
条

法
第
九
十
九
条
の
政
令
で
定
め
る
河
川
管
理
施
設
は、

（
新
設）

[
斤m
又
ノ

/
尭u
g]

（旧）

水
門、
排
水

(6)
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地
方
公
共
団
体
に
委
託
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
水
門、

排
水
機
等
で
そ
の
維
持
又

は
操
作
の
及
ぼ
す
影
響
が
当
該
関
係
地
方
公
共
団
体
の
区
域
に
限
ら
れ
る
も
の
と

し、

同
項
に
規
定
す
る
者
で
あ
っ
て
関
係
地
方
公
共
団
体
以
外
の
も
の
に
委
託
す

る
場
合
に
あ
っ
て
は
堤
防、

床
止
め
そ
の
他
そ
の
操
作
を
伴
わ
な
い
も
の
と
す
る

（
こ
の
政
令
の
規
定
の
準
用
河
川
へ
の
準
用）

第
五
十
七
条
の
四

第一
章
（
第一

条
第
二
項、

第
二
条
か
ら
第
二
条
の
三
ま
で、

第
五
条
第＿

項
第
四
号、

第
九
条
の
二、

第
十
条
か
ら
第
十
条
の
六
ま
で、

第
十

六
条
の
二、

第
十
六
条
の
三、

第
十
六
条
の
十
三
及
ぴ
第
十
九
条
か
ら
第
二
十
条

の
三
ま
で
を
除
く。
）
、

第
三
十
八
条
第
二
項、

第
三
十
九
条、

第
二
章
の―
-‘

第
四
十
八
条
か
ら
第
五
十
二
条
ま
で、

第
五
十
八
条、

第
五
十
九
条
第
二
号
及
び

第
三
号、

第
六
十
条
第
二
号
並
び
に
第
六
十一

条
か
ら
第
六
十
三
条
ま
で
の
規
定

は、

準
用
河
川
に
つ
い
て
準
用
す
る。

こ
の
場
合
に
お
い
て、

次
の
表
の
上
襴
に

掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は、

そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ

る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る。

コ

T

（
事
務
の
区
分）

第
五
十
七
条
の
五

こ
の
政
令
の
規
定
に
よ
り
地
方
公
共
団
体
が
処
理
す
る
こ
と
と

さ
れ
て
い
る
事
務
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の
は、

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年

法
律
第
六
十
七
号）

第
二
条
第
九
項
第一
号
に
規
定
す
る
第一
号
法
定
受
託
事
務

と
す
る。

-

（
略）

二

第
九
条
の
二
第
二
項、

第
十
条
の
四
第
三
項、

第
十
五
条
第．一
項
及
び
第
二

項
（
第
十
五
条
の
四
第
二
項、

第
十
六
条
の
四
第
二
項、

第
十
六
条
の
五
第
四

項、

第
十
六
条
の
八
第
二
項、

第
三
十
四
条
第
二
項
及
び
第
三
十
五
条
の
二
第

二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む。
）
、

第
十
五
条
の
四
第一
項、

第
十

六
条
の
四
第一
項、

第
十
六
条
の
五
第一
項
及
び
第
二
項、

第
十
六
条
の
六、

第
十
六
条
の
八
第一
項、

第
十
六
条
の
九
第
三
項、

第
十
六
条
の
十
第
二
項、

（新）

[（
略）

機
等
で
そ
の
維
持
又
は
操
作
の
及
ぽ
す
影
響
が
委
託
を
し
よ
う
と
す
る
地
方
公
共

団
体
の
区
域
に
限
ら
れ
る
も
の
と
す
る。

（
こ
の
政
令
の
規
定
の
準
用
河
川
へ
の
準
用）

第
五
十
七
条
の
四

第一

章
（
第一

条
第
二
項、

第
二
条
か
ら
第
二
条
の
三
ま
で、

第
五
条
第一
項
第
四
号、

第
九
条
の
二、

第
十
条
か
ら
第
十
条
の
六
ま
で、

第
十

六
条
の―
-、

第
十
六
条
の
三、

第
十
九
条
か
ら
第
二
十
条
の
三
ま
で
を
除
く。
）

、

第
三
十
八
条
第
二
項、

第
三
十
九
条、

第
二
章
の
二、

第
四
十
八
条
か
ら
第
五

十
二
条
ま
で、

第
五
十
八
条、

第
五
十
九
条
第
二
号
及
び
第
三
号、

第
六
十
条
第

二
号
並
ぴ
に
第
六
十一

条
か
ら
第
六
十
三
条
ま
で
の
規
定
は、

準
用
河
川
に
つ
い

て
準
用
す
る。

こ
の
場
合
に
お
い
て、

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の

中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は、

そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る

も
の
と
す
る。

コ叫
（
事
務
の
区
分）

第
五
十
七
条
の
五

こ
の
政
令
の
規
定
に
よ
り
地
方
公
共
団
体
が
処
理
す
る
こ
と
と

さ
れ
て
い
る
事
務
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の
は、

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年

法
律
第
六
十
七
号）

第
二
条
第
九
項
第一
号
に
規
定
す
る
第一
号
法
定
受
託
事
務

と
す
る。

-

（
略）

二

第
九
条
の
二
第
二
項、

第
十
条
の
四
第
三
項、

第
十
五
条
第一

項
及
び
第一
―

項
（
第
十
五
条
の
四
第
二
項、

第
十
六
条
の
四
第
二
項、

第
十
六
条
の
五
第
四

項、．

第
十
六
条
の
八
第
二
項、

第
三
十
四
条
第
二
項
及
び
第
三
十
五
条
の
二
第

二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む。
）
、

第
十
五
条
の
四
第一

項、

第
十

六
条
の
四
第一

項、

第
十
六
条
の
五
第一
項
及
び
第
二
項、

第
十
六
条
の
六、

第
十
六
条
の
八
第一
項、

第
十
六
条
の
九
第
三
項、

第
十
六
条
の
十
第
二
項、

[（
略）

（旧）

[（
略）

(7)



河川法施行規則
抜粋

第 第 第 第
は 防 + ^令

＝ ニ ーを各つ ー は＾
河
＾ ＾

ヽ 十 に 十 裔 八 別 S万百涅域管卜 行一号い条改国
法

闊ヵ
必 条表 八人平水＾理ル水＾うのての廃土

人条 雰 条に の(-） 以方す洪が以系略もいは二の保
で の の 必 九項 ＾ 上キる水困上に 、•―/ のず ‘ 立全

な

；見
器 要 ヵ、 略で口お ‘

1
難で属 とれ国国案上

v ヽ 具 な -あメそ津なあす すか土土の又

屈
ヽ

誓
器 面ら

I

る1れ波河るる るに保交基は
第し 百 具 -（

項
+） も卜の ‘ )Il場河 ゜該全通準国

で五 て 等 ま のルあ高の合川 当上大-民 改あ 十 指 又 十を で 以る潮属 のの す又臣経
つ 八定は 七 保 iア 上区そす当流 るはは 済
て条す 設 条『

'- 又域のる該域 も国 ‘ 上
‘ のる 備 の 胄 はを他水水面 の民法特

事 八 ゞ� の るヽ る 想いの系系積 が経第に 正務第と 冒 の た 処 定う天で又の 当済四重
所 が 門 め は ゜ 然あは合 該上条 要
の項で と の 分等 ん以現つ勾計 政特第 な

胃 の き す交 倉 ァ 濫下象て配が 令に 一 水
国る る 通 庫 蘊 区同に ‘がお で重項系 案地 土法 ゜ 省 に ・す 域じよ当急お 指要のを‘交人 ＾ T 門 内 ゜ る該でむ 定な政 指

構 通 に で る の ‘ノ 河水あね さ水令 定
成 閤準 定る

隻
雰 人の川系る五 れ系の す

員 ず め 施 口面のの等百 るで制 る
のでる る 設 が積は想の．平 よあ定政

塁
定

悶‘`-
施 ‘`'/ おがん定理方 うつ叉 A T 

め 設 おお濫は由キ そては の
る は むおにんにロ の ‘ 改 制

貸 屈
ヽ ねむよ濫よメ 立次廃 定

水 十ねり区りl 案のに 又

喜
＾ 

、-

＾ 新 第 第
十令

＝ ニ ーを各つ ー は＾
設、- 八 別 S上キる域管ト 行号い条改国

条表 八で口お＾理ル水＾うのての廃土
の(-) あメそ洪

水
が以系略もいは二の保

九項 るlれ 困上に .._, のず ‘ 立全
か 面も卜の ‘ 難で属 とれ国国案上

ら^
シの）レあ高 なあす すか土土の又

冒 I

以る潮河るる るに保交基は
上又城区

を
そ川場河 ゜ 該全通準国

ま のの合川 当上大 ......, 民 現
で はと他属

す
のの す又臣経

に 想いの 当流 るはは 済
掲 定う天る該域 も国 ‘ 上

‘げ は ゜ 然水水
積
面 の民法 特

る ん以象現系系 が経第に
処 濫下 で又の 当済四重

盆 胃
区同にあは合 該 上条 要

じよっ勾計 政特第 な
に ゜るて配が 令に 一 水

門
の ‘....,河 ‘がお で重項系 行人の川当急お 指要の を

る 口積面
が

の該
水

でむ 定な政 指
·処 がは あね さ水令 定

盆‘--/ ・

お ん系る五 れ系の す
＇ おお濫の等百 るで制 る

むおに想の平 よあ定政
ねむよ定理方 うつ又 令
十ねりは由キ そては の
万百浸

水
んにロ の ‘ 改 制

人平
方

濫よメ 立次廃 定
以：す区りl. 案のに 又

0

河
川
法
施
行
規
則
（
昭
和

四
十
年
建
設
省

令
第

七
号）

（新）

（
第一

条
関
係）

（旧）

（
傍
線

の
部
分は
改
正
部
分）

(8)



河川法施行規則

抜粋

者
の
選
任
方
法、

総
会
の
運
営、

会
計
に
関
す
る
事
項
そ
の
他
当
該
団
体
の
組
織

及
び
運
営
に
関
す
る
事
項
を
内
容
と
す
る
規
約
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
を
有

し
て
い
る
も
の
と
す
る。

（
河
川
協
ヵ
団
体
の
指
定）

第
三
十
三
条
の
九

法
第
五
十
八
条
の
八
第一

項
の
規
定
に
よ
る
指
定
は、

法
第
五

十
八
条
の
九
各
号
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
河
川
の
区
間
を
明
ら
か
に
し
て
す
る
も

の
と
す
る。

（
新
設）

（
河
川
協
力
団
体
に
対
す
る
河
川
管
理
者
の
許
可
等
の
特
例
の
対
象
と
な
る
行
為
．．
 

第
三
十
三
条
の
十

法
第
五
十
八
条
の
十
二
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
行
為
は、．

次
の
各
号
に
掲
げ
る
許
可
又
は
承
認
の
区
分
に
応
じ、

当
該
各
号
に
定
め
る
行
為

（
当
該
河
川
協
力
団
体
が
そ
の
業
務
を
行
う
河
川
の
区
間
に
お
い
て
行
う
も
の
に

限
る。
）

と
す
る。

一

法
第―
一
十
条
の
規
定
に
よ
る
承
認

河
川
環
境
の
整
備
と
保
全
を
目
的
と
し

て
行
う
高
水
敷
若
し
く
は
低
水
路
の
整
備、

流
水
の
浄
化
施
設
の
設
置
そ
の
他

の
河
川
工
事
又
は
竹
木
の
伐
採、

障
害
物
の
処
分
そ
の
他
の
河
川
の
維
持

コ

法
第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
許
可

河
川
環
境
の
整
備
と
保
全
に
関
す
る

情
報
若
し
く
は
資
料
の
収
集
及
び
提
供、

調
査
研
究
又
は
知
識
の
普
及
及
び
啓

発
の
た
め
に
必
要
な
土
地
の
占
用

，

ヨ

法
第
二
十
五
条
後
段
の
規
定
に
よ
る
許
可

令
第
十
五
条
第一

項
に
規
定
す

る
河
川
の
産
出
物
の
採
取

四

法
第
二
十
六
条
第＿

項
の
規
定
に
よ
る
許
可

河
川
環
境
の
整
備
と
保
全
に

関
す
る
情
報
若
し
く
は
資
料
の
収
集
及
び
提
供、

調
査
研
究
又
は
知
識
の
普
及

及
び
啓
発
の
た
め
に
必
要
な
工
作
物
の
新
築
若
し
く
は
改
築

五

法
第
二
十
七
条
第一

項
の
規
定
に
よ
る
許
可

河
川
環
境
の
整
備
と
保
全
に

関
す
る
情
報
若
し
く
は
資
料
の
収
集
及
び
提
供、

調
査
研
究
若
し
く
は
知
識
の

普
及
及
び
啓
発
の
た
め
に
必
要
な
士
地
の．
掘
削、

盛
土
若
し
く
は
切
土
そ
の
他

土
地
の
形
状
を
変
更
す
る
行
為
又
は
樹
木
の
栽
植

（新）

（旧）

(9)



河川法施行規則

抜粋

第
三
十
三
条
の
十
二

第
三
十
三
条
の
十――-

．
（
河
川
管
理
施
設
の
維
持
又
は
操
作
等
の
委
託
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
の
要

しヤ
ノ

hr
)
 

第
三
十
七
条
の
六

法
第
九
十
九
条
第一
項
の
国
士
交
通
省
令
で
定
め
る
要
件
は、

法
第
五
十
八
条
の
八
第一
項
の
河
川
協
力
団
体
又
は
河
川
の
管
理
に
資
す
る
活
動

を
行
っ
て
い
る一
般
社
団
法
人
若
し
く
は一
般
財
団
法
人
で
あ
っ
て、
法
第
九
十

九
条
第一
項
に
規
定
す
る
事
項
を
適
正
か
つ
確
実
に
実
施
す
る
に
足
り
る
経
理
的

及
ぴ
技
術
的
な
基
礎
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
と
す
る。

（
こ
の
省
令
の
規
定
の
準
用
河
川
へ
の
準
用）

第
三
十
八
条
の
四

第一
条、
第
二
条、
第
四
条
か
ら
第
六
条
ま
で、
第
七
条
第
三

号、
第
八
条
第一
項、
第
九
条
か
ら
第
十
八
条
ま
で、
第
十
八
条
の
六
か
ら
第
三

士二
条
の
士二
ま
で、
第
三
十
五
条、
第
三
十
六
条、
第
三
十
七
条、
第
三
十
九

条、
第
四
十
条
及
び
第
四
十
二
条
の
規
定
は、
準
用
河
川
に
つ
い
て
準
用
す
る゚

―

こ
の
場
合
に
お
い
て、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る

字
句
は、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る。

（
表
略）

第
三
十
三
条
の
十

（
略）

（
略）

（
略）

吋

法
第
三
十
四
条
第＿
項
の
規
定
に
よ
る
承
認

第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ

る
許
可
（
そ
れ
ぞ
れ
第
二
号
又
は
第
三
号
に
定
め
る
行
為
に
係
る
も
の
に
限
る

.

o

)

に
基
づ
く
権
利
の
譲
渡

21

令
第
十
六
条
の
十
二
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
行
為
は、
河
川
環
境
の
整
備

と
保
全
に
関
す
る
情
報
若
し
く
は
資
料
の
収
集
及
び
提
供、
調
査
研
究
又
は
知
識

の
普
及
及
び
啓
発
の
た
め
に
必
要
な
土
石
の
堆
積
又
は
設
置・（
当
該
河
川
協
力
団

体
が
そ
の
業
務
を
行
う
河
川
の
区
間
に
お
い
て
行
う
も
の
に
限
る。
）
と
す
る。

（新）

第
三
十
三
条
の
九

第
三
十
三
条
の
十

（
新
設）

（
こ
の
省
令
の
規
定
の
準
用
河
川
へ
の
準
用）

第
三
十
八
条
の
四

第一
条、
第
二
条、
第
四
条
か
ら
第
六
条
ま
で、
第
七
条
第
三

号、
第
八
条
第一
項、
第
九
条
か
ら
第
十
八
条
ま
で、
第
十
八
条
の
六
か
ら

第ヨ

士二
条
の
十
ま
で、
第
三
十
五
条、
第
三
十
六
条、
第
三
十
七
条、
第
三
十
九
条

、
第
四
十
条
及
び
第
四
十
二
条
の
規
定
は、
準
用
河
川
に
つ
い
て
準
用
す
る。
こ

の
場
合
に
お
い
て、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字

句
は、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る。

（
表
略）

第
三
十
三
条
の
八

（
略）

（
略）

（
略）

（旧）

(l O)




